
 

市制施行 20周年記念 

第 30回久慈もぐらんぴあ駅伝競走大会開催要項 

 

１  目的 

久慈もぐらんぴあ駅伝競走大会は、日常生活に根ざした地域スポ－ツの普及発展を推進

するとともに、駅伝による地域間の交流を通じて、健全な心身の発達と競技力向上を図る

ことを目的とする。 

２  主催 

久慈市、久慈市教育委員会、一般社団法人久慈市体育協会 

３  主管 

久慈市陸上競技協会、久慈もぐらんぴあ駅伝競走大会実行委員会 

４  後援 

久慈市校長会、岩手県高等学校体育連盟久慈支部、久慈地区中学校体育連盟、久慈市中

学校体育連盟、久慈地区小学校体育連盟、岩手日報社、デーリー東北新聞社、久慈地下水

族科学館（もぐらんぴあ）、県北広域振興局、県北教育事務所（予定） 

５ 協賛 

日本地下石油備蓄株式会社久慈事業所、みちのくコカ・コーラボトリング株式会社八戸 

支店、株式会社ミチノク八戸支店、宮古ヤクルト販売株式会社久慈営業所、久慈地下水 

族科学館（もぐらんぴあ）ほか（予定） 

６ 協力 

国土交通省東北地方整備局釜石港湾事務所久慈港出張所、独立行政法人石油天然ガス・

金属鉱物資源機構久慈事務所、半崎町内会、久慈市漁業協同組合ほか（予定） 

 

７  大会期日 

令和７年 11月２日（日）小雨決行  

 

８  大会日程及び出走時刻 

8:00    8:30      9：15            10：10            12:30 

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

受付      開会式   小学生、中学生    中学生男子、高校・      閉会式 

女子スタート       一般スタート  

９  走路 

    もぐらんぴあ周回コース（１周２ｋｍ、３ｋｍ及び４ｋｍコース） 

 

10  競技規定 

    令和７年度日本陸上競技連盟競技規則及び駅伝競走規準に準ずる。 

 

 



 

11  参加選手資格 

(1)小学生の部は、小学生であること。 

(2)中学生男子の部は、中学生であること。 

(3)中学生女子の部は、中学生であること。 

(4)高校一般・４区間の部は、高校生又は一般であること。 

(5)高校一般・女子の部は、高校生又は一般であること。 

(6)一般六区間の部は、高校生又一般であること。 

 

12  チ－ム編成及び距離 

(1)小学生の部（１周２km×４人、総距離数８km） 

①チーム編成は、監督１人、選手４人、補欠選手２人とする。 

②男女を問わない。 

(2)中学生男子の部（１周３Km×４人、総距離数 12km） 

①チーム編成は、監督１人、選手４人、補欠選手２人とする。 

②男子のみでチーム編成できない場合は、女子の参加を認め、オープン 

とする。ただし、個人記録は、女子以外は表彰対象とする。 

(3)中学生女子の部（１周２Km×４人、総距離数８km） 

①チーム編成は、監督１人、選手４人、補欠選手２人とする。 

②女子のみでチーム編成できない場合は、男子の参加を認め、オープン 

とする。ただし、個人記録は、男子以外は表彰対象とする。   

(4)高校一般・４区間の部（１周４Km×４人、総距離数 16km） 

①チーム編成は、監督１人、選手４人、補欠選手２人とする。 

②男女を問わない。 

(5)高校一般・女子の部（１周３Km×４人、総距離数 12km） 

①チーム編成は、監督１人、選手４人、補欠選手２人とする。 

(6)一般六区間の部（１周３km×６人 総距離数 18km） 

①チーム編成は、監督１人、選手６人、補欠選手３人とする。 

②男女を問わない。 

  

 ＜チーム編成上の留意点＞ 

  ※監督及びチーム代表者は、成人とする。 

  ※登録選手以外からの選手起用は認めない。 

  ※同一学校及び同一クラブ・団体チーム（例：○○中Ａ、○○中Ｂ、○○中Ｃ、 

走友会Ａ、走友会Ｂ）内の補欠選手の重複登録を認める。 

※中学生・高校生は学校単位でチーム編成できないときは連合チームを編成できる。 

 

 

 



 

13  選手変更及びオーダー変更 

(1)オーダー提出後の出走順番の変更は、一切認めない。 

(2)選手変更は、大会前日 17時までに大会事務局へ申出すること。また、大会当日の選 

手変更については、事故ある走者の区間に限り登録している選手からの起用を認める。

なお、選手変更の申出は、別紙「選手変更届」により行うこと。 

14  表彰 

(1) 小学生、中学生男子、中学生女子、高校一般・４区間、高校一般・女子、一般六区 

間の各部門に区分し、表彰する。 

(2)各部門の優勝チームには、優勝杯を授与する。また、各部門の第３位までのチーム 

を表彰する。 

(3)各部門の個人記録の男子上位３名、女子上位３名に対し賞を授与する。 

15  申込 

(1)参加申込は、所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ申し込むこと。なお、メー 

ル、ＦＡＸの申込みも可とする。 

(2)申込締め切りは、令和７年 10月 16日（木）必着とする。 

(3)申込先・問い合わせ先は次のとおりとする。 

     〒028-0023 久慈市新中の橋 4-13-3  久慈市マリンアリーナ内 

         久慈もぐらんぴあ駅伝競走大会実行委員会事務局 あて 

         電話  0194-61-3353      FAX 0194-52-2232 

 E-mail  taikyo@kuji-sports.jp 

16  参加料 

(1) 小学生の部は１チーム 1,500円、中学生の部、高校生のみのチームは１チ－ム

3,000円、一般の部（四区間、六区間）は１チ－ム 5,000円とする。 

(2) 参加料は、直接持参するか、現金書留又は銀行振込で納入すること。なお、銀行振

込の場合は、チーム名が分かるように記載すること。また、振込手数料は参加チー

ムでご負担願います。 

振込先 岩手銀行久慈支店 店番 122 普通預金 口座番号 1155054  

口座名義 久慈もぐらんぴあ駅伝競走大会実行委員会委員長 松本和憲 

             ｸｼﾞﾓｸﾞﾗﾝﾋﾟｱｴｷﾃﾞﾝｷｮｳｿｳﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲｲｲﾝﾁｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 

 

17  代表者会議 

代表者会議は、行わないものとする。なお、質問や確認事項がある場合には、上記 15 

の(3)の大会実行委員会事務局へ問い合わせること。 

18 ナンバーカード・タスキ 

(1) ナンバーカード及びタスキは、大会前日９時から 17時までの間、久慈市マリンアリ 

ーナ（久慈市民体育館）内の大会事務局において配付するので、受領すること。 

なお、タスキのポケットには、計測チップ(発信器)を２個入れてあるので絶対に外さ 

ないこと。また、競技終了後は遅滞なく回収係員へ返却すること。 

mailto:taikyo@kuji-sports.jp


 

(2) 計測チップを紛失した場合は、1個につき実費 2,000円を申し受けますので、ご了 

承願います。 

19  伴走     

人または車両による伴走行為は、いっさい認めない。 

20 車両の通行止め 

(1)駅伝コース全域は大会当日、時間帯完全通行止めとする。 

(2)通行止めの時間帯は午前９時から正午までとし、大会運営車両、緊急車両及び許可 

車両以外の通行はできないものとする。 

21  参加及び運営上の注意 

(1)久慈もぐらんぴあ駅伝競走大会開催要項の規定を遵守することを約し申込みする

と。 

(2)大会当日は、参加者全員の体調を確認し、午前８時 20分までに受付を済ませるこ 

と。 

(3)参加者は、事前に健康診断を受けることが望ましいこと。 

(4)大会中の不慮の事故については、応急処置をしますが、他は各自の責任とするこ 

と。なお、参加者が傷害を受けた場合は、市民総合賠償補償制度の範囲内とすること。 

(5)競技参加者は、｢スポーツ安全保険｣などの保険等に加入することが望ましいこと。 

(6)大会前日や当日、震度５強以上の地震又は津波注意報が発令されるなど不測の事態 

が発生したときは、大会を中止する場合があること。また、大雨や高潮、暴風警報等 

発令時の大会開催の可否判断は、当日午前６時に主催者が行い、一般社団法人久慈市 

体育協会ホームページに掲載すること。 

(7)大会参加に伴い発生するゴミ類等は各自の責任で持ち帰ること。 

(8)参加申込締め切り後（令和７年 10月 16日以降）のキャンセル及び棄権の場合は、 

参加料の返金はしないこと。なお、荒天、災害（地震・風水害・降雪）及び事件・事故 

による中止の場合の参加料返金の取り扱いについては主催者が別途決定するものである 

こと。 

(9)大会の映像・写真・記事・記録などは、新聞・テレビ・インターネット・広報な 

どに掲載する場合があり、その掲載権は主催者に属すること。 

(10)主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、個人情報を取り 

扱うこと。個人情報は、大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内・記録通 

知・関連情報の通知・次回の大会案内、申し込み内容に関する確認に利用し、目的以外 

には使用しないこと。 

(11)災害時や緊急事態が発生した場合は係員の指示・誘導に従うこと。なお、避難場 

所、避難経路について、予め確認しておくこと。 

(12)全部門の各走順で、トップランナー通過後 20分程度を目安として、繰り上げスター 

トを行う場合があること。 


